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インフォームドコンセントの趣旨に基づいた
説明の重要性について

 岡山県医師会理事　宮　本　宣　義

　既にご存じの方も多いと思われますが、1999年の横浜市立大学附属病院の患者取り違え
事件や都立広尾病院の注射器取り違え事件を発端として、世間の医療に対する目は、一層
厳しいものとなり、私たち医療関係者は医療安全へのより本格的な取り組みを始めたわけ
ですが、20年以上が経過した現在の状況はどうかというと、良し悪しはともかく医療従事
者の注意義務違反や医療ミスが原因で患者側に損害が生じたとして、病院が訴えられる医
療訴訟に発展したというニュースは珍しいものではなくなり、もはや「どこの病院でも発
生し得る日常的なこと」とも言える状況になったのではないでしょうか。
　さて、このような状況の中、医療安全に係る取り組みの一環として、近年ではインフォー
ムドコンセントの重要性がより強調されるようになってきました。「説明と同意」と訳され
るように、これは患者側が十分に医師から説明を受けたうえで承諾・同意するということ
であり、この過程をふまずに行われた医療行為に対しては、自己決定権の侵害や説明義務
違反などとして訴えられるケースも増えてきています。
　事例を一つご紹介しますと、昨年に判決が出た他県の事例（名古屋地裁、令和３年２月
17日判決、事件番号 平成30年（ワ）第2580号）では、結果こそ医師に説明義務違反や過失
までは、認められませんでしたが、内容としては、適切なインフォームドコンセントのあ
り方について考えさせられるものがあります。母指CM関節固定術から関節形成術へ術式変
更した際の説明義務違反、および手術にて神経損傷させた過失があるとして、損害賠償を
求めた事例であり、少し長いですが要約は以下のとおりです。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　61歳男性は、左手の親指の関節に痛みを生じるようになったため、Ｙ病院に勤務する整
形外科Ａ医師の評判を知り、平成27年２月26日に診察を受け、Ａ医師は左母指に強い内転
変形を認め、左母指CM関節症と診断し、次回受診時に、CT検査の実施及び左母指CM関節
固定術の手術日程の検討を行うこととした。患者は３月12日、Ａ医師の診察を受け、左母
指CM関節の単純CT画像撮影検査、血液検査などの術前検査を行い、手術予定日を18日と
決定し、患者は18日に入院し、Ａ医師が左母指CM関節症に対する手術を実施した。その際、
Ａ医師は術前にCT画像を再度精査し、舟状骨に認められた骨襄腫様病変がST関節に向かっ
て開口していることを発見したため、母指CM関節固定術は適応外であると判断し、急遽術
式を母指CM関節形成術に変更した。患者は20日に退院し、Ｙ病院においてリハビリを受け
た。その後、５月25日、手術後から左母指の痛み、痺れ及び浮腫が続いているなどと訴え
てW病院を受診し、患者に左母指全体の腫脹及び橈骨神経の刺激症状を認めた。患者は７
月１日、Ｖクリニックを受診し、Ｃ医師は、手術による創部の延長線上に感覚低下を認め、
左母指CM関節術後拘縮、左手関節橈骨神経知覚枝損傷等と診断し、７日、左母指CM関節
について関節授動術及び神経剥離術を実施した。
　このため原告（本人）は、Ａ医師には説明義務違反や本件手術における手技上の過失が
あると主張して、損害賠償を求めた。
　裁判所は、術式の変更につき、手術前に詳細に説明したとはいえないが、同意書には術
式変更の可能性について説明があり、手術直前に簡単な説明をし、一応、これに「はい。」
と答えていることを踏まえると、説明義務違反が認められるとまでいうことはできず、痺
れや疼痛はＡ医師の過失によるものではないとし、いずれの請求も棄却した。
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STI（性感染症）の患者数調査（第55回～ 75回）
調査依頼医療機関： 岡山県医師会皮膚科部会々員及び総合病院泌尿器科（岡山大学病院・川崎医科大学附属病院を含む）

調 査 回 数 第55回 第56回 第57回 第58回 第59回 第60回 第61回 第62回 第63回 第64回 第65回 第66回 第67回 第68回 第69回 第70回 第71回 第72回 第73回 第74回 第75回

調査対象期間
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平成
26年
３月

平成
26年
９月

平成
27年
３月

平成
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９月

平成
31年
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９月
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２年
３月

令和
２年
９月

令和
３年
３月

令和
３年
９月

令和
４年
３月

回　　答　　率 40.0% 35.9% 41.3% 45.1% 44.4% 43.5% 44.7% 39.9% 39.5% 45.7% 46.3% 44.4% 41.4% 36.4% 38.3% 37.7% 35.8% 37.2% 36.6% 36.6% 36.0%

回答医療機関数 66 60 69 74 72 70 72 67 64 74 75 72 67 59 62 61 58 60 59 59 58

期 間 内 受
診 者 実 数 77,865 53,989 54,587 62,008 63,168 66,848 53,434 57,601 57,472 63,406 66,478 66,784 61,694 60,281 63,947 60,565 61,231 59,603 57,161 58,663 66,065

疾 患 名 患　　　　　　　　者　　　　　　　　数

梅毒
顕 症 1 1 1 2 0 3 5 10 6 35 15 14 18 16 16 23 11 29 22

性 潜 伏 1 3 1 1 2 1 0 14 0 6 5 5 6 1 3 2 10 9 10

淋 病 33 37 37 43 31 57 37 16 28 22 25 36 38 40 48 36 35 59 57 36 66

病 軟 性 下 疳

第 ４ 性 病

非淋菌性尿道炎 96 86 92 111 99 102 141 85 83 125 86 93 91 76 115 107 129 96 107 79 138

クラミジア 59 43 66 73 61 70 75 62 55 85 61 74 66 57 104 83 99 82 83 79 119

そ の 他 37 43 26 38 38 32 66 23 28 40 25 19 25 19 11 24 30 14 24 0 19

尖圭コンジローム 30 41 36 22 44 48 67 51 55 57 41 51 40 41 66 44 29 62 47 47 43

陰 部 疱 疹 32 32 34 26 42 30 29 26 34 63 40 55 44 22 43 49 42 29 43 41 33

乳 房 部 疱 疹 3 2 2 4 4 1 3 1 2 2 3 10 1 4 2 2 0 1 9 1

外陰部カンジダ症 27 36 51 59 25 29 33 43 32 63 46 87 59 27 87 44 54 68 80 45 73

トリコモナス症 5 2 4 4 7 12 5 9 5 5 8 10 8 3 3 3 5 8 12 3 5

毛 じ ら み 症 6 4 3 4 9 10 9 6 0 11 1 0 1 0 2 1 3 0 0 0 0

疥 癬 21 18 20 6 15 14 19 31 14 43 10 22 9 23 17 15 8 18 5 13 9

そ
の
他
の
Ｓ
Ｔ
Ｉ

子宮頸管炎 4 1 3

膣・頸管炎

亀 頭 潰 瘍

前 立 腺 炎

亀頭包皮炎 5 6 2 3 8 9 6 2 1 6 2 2 3 4 3

口 唇 疱 疹

精巣上体炎

HIV感染/AIDS 1 2 1 1 3 1 5 5 1

そ の 他 3 1 4 1 3 2 2 1 1  5 6 1 2

合 計 255 263 289 284 283 313 351 287 263 421 266 409 324 252 410 322 331 374 387 317 403

STI患者数 

 受診者実数
0.33% 0.49% 0.53% 0.46% 0.45% 0.47% 0.66% 0.50% 0.46% 0.66% 0.40% 0.61% 0.53% 0.42% 0.64% 0.53% 0.54% 0.63% 0.68% 0.54% 0.61%

HIV感染者数 /
AIDS患者数（計）11 / 4（15） 16/3（19） 13/7（20） 17/4（21） 9/3（12） 16/6（22） 15/3（18） 8/2（10） 7/8（15） 7/6（13）

 令和4年8月30日現在
※ HIV感染者/AIDS患者数は、岡山県の報告より転載しています。（データは報告されたところから挿入しています。）
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　令和４年11月１日をもちまして一般社団法人倉敷医師会は設立75周年を迎えました。
　これもひとえに岡山県医師会員の先生をはじめとした皆様のお引き立てのおかげと深謝申し上
げます。
　倉敷医師会の歴史を紐解くと、旧倉敷市医師会は健康保険法が施行された年の昭和３年４月に、
倉敷市の誕生とともに医師会令により会員46名で結成されました。昭和17年には戦時下医療統制
のため旧倉敷市医師会は解散となり、岡山県医師会倉敷支部が結成されました。戦後の昭和22年
11月10日に社団法人倉敷市医師会の登記が完了し、現倉敷医師会の設立日となりました。設立時
は会員93名で発足しています。昭和42年２月には倉敷・児島・玉島の三市が合併し、新・倉敷市
が誕生しました。これにともない社団法人倉敷医師会と名称を変更しています。また法人制度改
革のため平成25年４月１日に一般社団法人倉敷医師会として登記完了しました。現会員数は968
名（９月30日現在）です。
　さる10月２日、初秋の快晴のなか倉敷アイビースクエア エメラルドホールで一般社団法人倉
敷医師会設立75周年記念式典が執り行われました。松山正春 岡山県医師会会長、江澤和彦 日本
医師会常任理事、平田洋 岡山市医師会会長、植村庸治郞 玉島医師会会長、庵谷和夫 北児島医師
会会長、木村丹 都窪医師会会長、岡秀行 児島医師会副会長、平田和文 都窪医師会副会長、服部
輝彦 吉備医師会副会長、難波義夫 岡山県病院協会会長、倉敷歯科医師会、薬剤師会、国会議員、
倉敷市役所関係の皆様など37名の来賓の方々、そし
て倉敷医師会会員をあわせて103名の皆様のご臨席
を賜りました。
　難波一弘 倉敷医師会会長の式辞のあと、来賓の橋
本岳 衆議院議員、柚木道義 衆議院議員、伊東香織 
倉敷市長、松山正春 岡山県医師会会長のご祝辞を賜
りました。また祝電も多数賜りました。誌面をお借
りしまして深謝申し上げます。新しい試みとして設
立75周年を記念して倉敷医師会のロゴマークを作成
しましたので、式典の最後にスライドショーで完成
披露をいたしました。皆様に愛されるロゴマークと
なることを祈願しております。
　記念講演として磯田道史 国際日本文化研究セン
ター教授から「岡山で語る医療史」をご披露賜りま
した。江戸時代の岡山池田藩藩主の医療事情など興
味深いお話ばかりで、もっと拝聴したいと思ううち
に閉演となりました。磯田教授の益々のご活躍をお
祈りいたします。
　懇親会では石川絋 前岡山県医師会会長から乾杯の
お言葉を賜りました。歴代会長への感謝状の授与式

会員の声 （郡市等医師会から）

一般社団法人倉敷医師会設立75周年を迎えて
 倉敷医師会副会長　眞　神　康　一

あいさつする難波倉敷医師会会長

祝辞を述べる松山岡山県医師会会長
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　本件においては、「術前にCT画像を再度精査した結果、当初の術式を変更すると医師が
判断したが、術式変更につき患者へ説明する時間がなかったことから、手術をする直前、
手術台で麻酔の点滴を受けている患者に対し、口頭で術式変更を告げて同意を取ったうえ
で、手術を開始した」ことが説明義務違反ではないかとして争点の一つとなっています。
　当事者となった医師の方にも考慮すべき事情はあるはずですし、部外者の立場で後から
「こうすればよかったのに」などと軽々しく言うべきではないかもしれませんが、あえて率
直な感想を申し上げるとすれば、「術式変更を行うのであれば、急ぎ過ぎたのではないか。
ちゃんと説明さえしていれば、訴訟に発展するほど患者との関係がこじれなかったのでは
ないか。」とも思ってしまいます。もちろん医療従事者としては、一度決まった手術予定の
日時を変更するのはとても大変なことです。基本的な流れとして一旦キャンセルした後に、
再度外来から手術計画を作り直すことになってしまうからです。できることなら避けたい
とさえ思うのが私たち医療従事者の本音かもしれませんが、今回ご紹介したケースをはじ
め、病院側の都合や常識を優先してしまったために、患者が病院に対して不信感を抱いて
しまい、結果としてその不信感が患者を訴訟に踏み切らせてしまった、というケースは多
いのではないかと考えています。
　近年では、インターネットの普及等もありインフォームドコンセントの大まかな趣旨だ
けでいえば世間にも広く認知されるようになってきました。ただ、医療従事者と患者の間
には、従来から常識や認識という点で大きなズレがあると言われ続けております。例えば、
「医療行為」という言葉の認識一つをとっても、
　• 不確実性を伴うものであり、最善を尽くしても結果が悪いことはある
　• 医師のみの責任で行うわけではなく、医師と患者の共同責任のもと行われる
といった、どちらかというと「患者が自ら積極的に調べるような内容ではなく、また、患
者にとって不利に働く可能性がある内容」についてはあまり認知も広がっておらず、今で
も「医者は治療できて当たり前で、治らなければ医療ミス」「どんなに可能性の低い副作用
や合併症であっても、すべて説明していないのであれば、結果はすべて病院の責任」とい
う方もいるなど、誤解や言いがかりともいえる思い込みは依然として根強く残っています。
　ただ、ここまで極端な例でないとしても、インフォームドコンセントの本来の趣旨とし
ては、患者側が十分に医師から説明を受け、メリットやデメリットも患者が十分納得・同
意もした上で、医師と患者の共同責任で医療行為を選択すべき、ということだろうと思い
ますので、私たち医療従事者は専門家だからと自分たちの常識や手順のみに固執するので
はなく、一人一人の患者に適したより良い説明方法をこれからも日々模索していくことが
必要なのではないかと思います。
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